
　

過
日
、
機
会
が
あ
り
、
今
暮
れ

の
十
二
月
十
八
日
封
切
り
「
最
後

の
忠
臣
蔵
」
の
試
写
会
を
拝
見
し

た
。
そ
の
内
容
は
、
史
実
と
は
か

け
離
れ
て
い
た
が
、
近
年
は
映
画

作
り
が
う
ま
く
、
実
に
良
く
出
来

て
い
た
。

　

そ
れ
か
ら
間
も
な
く
、
十
月

十
六
日
封
切
り
の
「
桜
田
門
外
ノ

変
」
と
い
う
幕
末
に
大
老
井
伊
直

弼
が
暗
殺
さ
れ
る
映
画
も
拝
見
し

た
。

　

こ
の
映
画
は
、
地
元
の
制
作
組

合
か
ら
声
が
挙
が
り
実
現
し
た
作

品
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
た
、
良
く

出
来
た
映
画
で
、
こ
の
作
品
か
ら

は
「
元
禄
事
件
」
を
生
涯
の
ラ
イ

フ
ワ
ー
ク
と
し
て
い
る
小
生
に
と

っ
て
大
い
に
参
考
に
な
っ
た
次
第

で
あ
る
。

　

こ
ち
ら
の
映
画
は
、
割
と
史
実

に
近
づ
け
て
制
作
し
て
い
る
よ
う

な
感
じ
を
受
け
た
。

　
「
元
禄
事
件
」
の
み
を
研
究
し
て

い
る
と
、
他
面
が
見
え
ず
視
野
が

狭
く
な
っ
て
い
る
の
は
自
覚
し
て

い
る
も
の
の
、
同
じ
徳
川
幕
府
の

要
人
が
討
た
れ
た
に
し
て
も
、
こ

う
も
違
う
の
か
と
思
い
知
ら
さ
れ

た
。

　

井
伊
大
老
を
襲
っ
た
浪
士
が
、

事
件
後
何
年
も
の
間
追
わ
れ
、
あ

げ
く
の
果
て
に
捕
縛
さ
れ
投
獄
、

斬
首
と
な
る
。

　

大
老
の
暗
殺
に
は
、
水
戸
の
斉

昭
公
で
す
ら
驚
い
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
結
局
は
自
ら
暗
殺
犯

を
捕
縛
す
る
追
っ
手
を
出
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。

　

こ
れ
を
、
元
禄
事
件
の
浅
野
家

に
例
え
れ
ば
、
生
き
残
り
の
寺
坂

吉
右
衛
門
や
四
十
七
士
の
家
族
の

詮
議
を
す
る
た
め
、
広
島
の
浅
野

本
家
が
追
っ
手
や
役
人
を
派
遣
す

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
事
件
後
そ
の
よ
う
な

動
き
は
微
塵
も
感
じ
ら
れ
な
か
っ

た
。

　

勿
論
、
将
軍
の
違
い
、
そ
の
時

の
時
世
も
違
う
と
は
い
え
、
余
り

の
差
異
に
さ
ら
に
研
究
心
に
火
が

着
い
た
感
じ
で
あ
る
。

　

改
め
て
、
今
後
研
究
を
仕
直
す

こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も

「
元
禄
事
件
」
の
ス
マ
ー
ト
な
終
わ

り
方
に
は
他
の
事
件
と
比
べ
て
超

越
感
さ
え
感
ず
る
。

・
唯
一
人
追
わ
れ
る
者
は
い
な
か
っ

た
。

・
家
族
の
家
捜
し
も
な
か
っ
た
。

・
呼
び
出
さ
れ
て
尋
問
さ
れ
る
家
族

も
い
な
か
っ
た
。

・
出
資
金
の
追
求
も
な
か
っ
た
。

・
関
係
者
の
尋
問
も
な
か
っ
た
。

・
討
入
り
後
、
三
時
間
も
歩
い
て
い

る
間
、
何
の
関
与
も
な
か
っ
た
。

　

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

・
義
士
の
子
孫
た
ち
は
、
各
藩
に
高

禄
を
以
て
抱
え
ら
れ
た
。

　

こ
の
差
は
、
何
故
か
、
今
後
改

め
て
研
究
を
進
め
る
人
々
に
も
、

全
て
の
媒
体
を
使
っ
て
で
も
訴
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
「
元
禄
事
件
」
太
平
の
時
代
と
は

い
え
、
綱
吉
の
ご
乱
行
で
人
々
は

苦
し
め
ら
れ
、
己
は
過
度
の
マ
ザ

コ
ン
と
衆
道
、
実
に
バ
カ
バ
カ
し

い
時
代
で
あ
っ
た
。

　

幕
末
に
「
黒
船
」
が
来
航
、
そ

れ
に
よ
り
多
く
の
日
本
人
は
、
自

分
た
ち
の
遅
れ
に
気
が
付
い
た
。

　

小
生
に
と
っ
て
、
今
度
の
「
桜

田
門
外
ノ
変
」
の
映
画
は
正
に
「
黒

船
」
的
存
在
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
二
つ
の
事
件
を
比
べ
る
と
、

確
か
に
、
時
代
も
異
な
り
、
将
軍

も
違
い
、
勿
論
そ
の
背
景
も
違
う
。

　

片
や
、
大
老
井
伊
が
殺
さ
れ
国

論
は
二
分
さ
た
だ
け
で
、
情
や
ほ

の
ぼ
の
と
し
た
も
の
は
生
ま
れ
な

か
っ
た
。
た
だ
の
暗
殺
で
終
わ
っ

て
し
ま
っ
た
。

　

大
老
が
暗
殺
さ
れ
ず
生
き
て
い

た
ら
、
後
二
、三
年
は
徳
川
の
時
代

も
続
い
た
だ
ろ
う
と
か
、
と
い
う

事
ぐ
ら
い
し
か
思
い
浮
か
ば
な
い
。

　

一
方
、
松
之
廊
下
事
件
、
討
入

り
事
件
は
、
ほ
と
ん
ど
の
国
民
に

支
持
さ
れ
て
、
三
〇
八
年
間
現
在

ま
で
語
り
継
が
れ
て
き
た
。
日
本

最
多
の
芝
居
数
を
ほ
こ
り
、
十
二

月
十
四
日
は
、
何
万
人
も
の
人
々

が
泉
岳
寺
に
足
を
運
ぶ
現
象
。
そ

れ
は
、
日
本
人
が
一
番
求
め
る
、

義
の
現
象
で
あ
る
。
我
々
も
、
今

年
も
ま
た
、
泉
岳
寺
で
赤
穂
義
士

の
法
要
を
行
い
、
一
日
中
テ
ン
ト

を
張
り
「
赤
穂
義
士
や
忠
臣
蔵
」

の
一
般
相
談
を
受
け
る
。
そ
の
行

事
が
、
百
年
を
過
ぎ
た
の
で
あ
る
。

　

小
生
も
「
元
禄
事
件
研
究
」
に

た
ず
さ
わ
っ
て
四
十
七
年
目
に
な

る
。
生
涯
現
役
で
居
た
い
が
、
早

く
気
持
ち
の
あ
る
人
に
全
て
を
譲

り
た
い
と
思
っ
て
い
る
が
、
中
々
、

ど
う
し
て
研
究
に
全
て
を
か
け
て

い
る
人
に
出
く
わ
さ
な
い
。
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丹
女
三
〇
八
回
忌
が
祥
月
命
日
の
平
成
二
十
二
年
六
月

十
八
日
（
行
年
四
十
五
歳
）
に
、
中
島
理
事
長
以
下
十
名
が

参
列
し
、
了
喜
山
林
昌
院
の
住
職
河
上
学
詮
師
に
よ
り
厳
修

さ
れ
た
こ
と
は
、
別
途
、
柿
崎
評
議
員
が
報
告
し
て
い
る
が
、

そ
れ
に
先
立
ち
、
昨
年
か
ら
今
年
の
春
に
か
け
て
丹
女
墓
地

の
調
査
を
行
っ
た
。

　

丹
女
は
小
野
寺
一
族
（
岡
野
、
大
高
）
の
供
養
碑
を
七
七

日
忌
に
西
方
寺
（
浄
土
宗
）
に
建
立
し
、
現
世
の
未
練
を
す

べ
て
捨
て
、
丹
女
の
実
家
（
灰
方
）
の
宗
旨
で
あ
る
法
華
宗

に
救
い
を
求
め
て
元
禄
十
六
年
四
月
八
日
（
お
釈
迦
様
の

誕
生
日
）
に
新
築
さ
れ
た
ば
か
り
の
大
本
山
本
圀
寺
に
入
っ

た
。
本
圀
寺
（
そ
の
頃
寺
門
旺
盛
を
極
め
塔
頭
は
一
〇
一
ケ

坊
あ
り
）
に
お
い
て
、
朝
夕
亡
き
夫
と
縁
者
一
族
の
後
生
を

唱
題
（
南
無
妙
法
蓮
華
経
）
祈
り
な
が
ら
も
、
日
ご
と
に
気

力
体
力
が
薄
れ
て
い
き
、実
家
（
灰
方
氏
）
の
縁
寺
で
も
あ
っ

た
本
圀
寺
内
塔
頭
の
了
覚
院
に
お
い
て
同
年
六
月
十
八
日

に
亡
く
な
り
葬
ら
れ
た
。

　

丹
女
の
墓
の
右
隣
り
に
は
、（
墓
地
図
参
照
）
林
昌
院
の

過
去
帳
に
よ
る
と
、
調
査
に
伺
っ
た
時
点
で
丹
女
の
母
と
し

て
祀
ら
れ
て
い
る
墓
碑
が
あ
る
。（
現
在
、
林
昌
院
で
は
丹

女
妹
い
よ
の
墓
碑
と
し
て
い
る
）

こ
の
お
墓
の
被
葬
者
に
つ
い
て
は
、
元
禄
事
件
研
究
者
の
多

く
は
、
小
野
寺
夫
妻
の
養
女
で
丹
女
の
妹
「
い
よ
」
と
し
て

い
る
が
、
墓
石
の
正
面
は
「
妙
珠
院
榮
心
日
香
信
女　

右
側

面
は
元
禄
十
五
壬
午
天
四
月
二
一
日
、
同
左
側
面
は
施
主　

灰
方
式
」
と
刻
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
会
の
中
島
理
事

長
は
祀
ら
れ
た
方
が
「
い
よ
」
で
あ
る
と
断
定
す
る
の
は
す

こ
し
ば
か
り
未
解
明
な
こ
と
も
あ
り
、
今
後
の
研
究
調
査
を

待
つ
必
要
が
あ
る
と
の
慎
重
な
発
言
で
あ
っ
た
。

　

丹
女
の
墳
墓
地
（
京
都
市
下
京
区
猪
熊
通
五
条
下
ル
柿
本

町
六
七
一　

京
都
名
家
墳
墓
録
）
の
現
況
は
了
覚
院
内
（
廃

寺
の
時
期
は
不
明
）
の
墓
地
に
了
覚
院
六
世
日
行
大
徳
之
墓

碑
（
正
徳
五
年
四
月
二
十
日　

一
七
一
五
年
）
が
あ
り
、
ま

た
天
明
八
年
（
一
七
八
八
年
）
の
大
火
で
旧
本
圀
寺
を
始
め

塔
頭
も
す
べ
て
焼
失
し
た
が
、
同
墓
地
内
に
十
一
世
日
良
、

十
二
世
日
到
の
墓
碑
が
あ
る
こ
と
か
ら
見
て
、
了
覚
院
は
再

建
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
明
治
に
な
っ
て
か
ら

も
、
了
覚
院
の
後
代
の
住
持
か
本
喜
院
の
住
持
か
の
い
ず
れ

か
が
継
承
し
て
お
墓
を
守
り
続
け
て
き
た
。

　

但
し
明
治
四
年
（
京
都
府
が
各
社
寺
に
指
示
し
た
上
知

令
）
の
寺
地
画
図
(*1)
に
は
了
覚
院
で
は
な
く
本
喜
院
に
な
っ

て
い
る
。
同
図
中
に
本
喜
院
は
明
治
三
年
閏
十
月
自
焼
（
敷

地　

東
西
三
拾
八
間
半　

南
北
十
一
間　

三
百
十
九
坪
半
）

と
あ
る
が
、
平
成
二
十
二
年
現
在
の
墓
地
の
位
置
、
面
積
と

も
に
同
じ
で
変
っ
て
い
な
い
。

　

明
治
十
六
年
の
本
圀
寺
境
内
外
区
別
実
測
図
(*1)
で
は
本
喜

院
の
跡
地
は
畑
地
に
な
っ
て
い
る
が
、
墓
地
は
そ
の
ま
ま

残
っ
て
い
る
。

　

大
正
十
一
年
の
社
寺
境
内
外
区
別
取
調
(*1)
で
は
畑
地
（
弐

百
四
拾
七
坪
）
で
、
そ
の
内
墓
地
の
面
積
は
林
昌
院
が
永
年

お
祀
り
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
丹
女
の
墓
地
（
所
有
権
登
記

　

墳
墓
地
九
〇
㎡
）
と
同
一
で
あ
る
。

　

ま
た
明
治
四
十
年
頃
、
富
岡
鉄
斎
に
よ
り
丹
女
の
墓
地
の

所
在
が
世
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
徳
島
県
立
近
代
美
術
館

﹇
研
究
紀
要　

第
六
号
﹈
富
岡
鉄
斎
書
簡　

今
泉
氏
宛
）。

さ
ら
に
日
蓮
宗
大
本
山
本
圀
寺
の
塔
頭
了
覚
院
に
あ
っ
た

丹
女
の
墓
は
、
寺
が
な
く
な
り
墓
石
だ
け
残
り
、
詣
る
人
も

な
い
の
で
、
鉄
斎
は
臨
済
宗
大
徳
寺
派
大
本
山
大
徳
寺
門

外
塔
頭
の
瑞
光
院
に
改
葬
す
る
よ
う
に
と
交
渉
し
て
い
る
。

し
か
し
、
地
主
が
交
渉
に
応
じ
な
か
っ
た
た
め
、
浅
野
家
と

縁
故
の
深
い
瑞
光
院
に
墓
の
土
を
移
し
「
小
野
寺
十
内
室
丹

子
招
魂
碑
」
を
建
立
し
た
。

　

瑞
光
院
は
昭
和
三
十
七
年
に
山
科
に
移
転
し
た
が
、「
丹

子
招
魂
碑
」
も
移
さ
れ
同
寺
境
内
に
今
も
残
さ
れ
て
い
る
。

　

図
に
も
示
す
よ
う
に
、
こ
の
了
覚
院
跡
地
の
墓
地
に
は
、

丹
女
の
外
に
加
藤
清
正
（
旧
本
圀
寺
の
寺
域
は
四
万
参
千
坪

あ
り　

信
長
、
秀
吉
、
徳
川
の
庇
護
も
あ
り
又
清
正
も
大
檀

越
で
あ
っ
た
）
の
家
臣
で
、
肥
後
八
代
城
主
加
藤
正
方
（
天

正
八
年
（
一
五
八
〇
年
）
〜
慶
安
元
年
（
一
六
四
八
年
）
享

年
六
十
九
）
の
家
型
墓
と
子
孫
の
墓
碑
が
あ
り
、
さ
ら
に
青

木
兵
三
郎
（
正
方
の
死
の
翌
日
殉
死
）
の
家
型
墓
も
並
存
し

て
い
る
た
め
、
こ
の
墳
墓
地
を
宅
地
に
整
理
す
る
事
が
出
来

な
か
っ
た
こ
と
が
幸
い
し
て
、
丹
女
の
墓
も
元
禄
十
六
年
に

葬
ら
れ
た
ま
ま
現
在
に
残
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

(*1)
京
都
府
立
総
合
資
料
館
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丹女墓地配置図（林昌院様のご好意により掲載）
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丹女墓地

明治末期の本囶寺塔頭配置 （推定）

（ホームページ　本囶寺塔頭より）

第 62号 平成 22年 12月小 野 寺 丹 墓 地

（4）


